
報告第13号 

 

長寿介護課公用車の事故に係る和解についての専決処分の報告に

ついて 

 

 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷で発生した物損事故に関し、和解することについ

て、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会の議

決により指定された市長の専決処分事項として専決処分したので、同条第２項

の規定により、これを報告する。 

 

令和８年６月１２日  

 

西海市長 瀬川 光之 
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